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職員人事異動のお知らせ（令和５年４月１日付）

【転出・退職】

職 名 氏 名 異 動 先 等
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～商工会は行きます・聞きます・提案します!!～
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大崎商工会事務局機構図
（令和５年４月１日現在）
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インボイス制度支援措置について

支援措置の一つとして免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、

売上税額の２割を納税額とすることができます。

対象になる方 → 免税事業者からインボイス発行事業者になった方（２年前（基準期間）の課税売上が

１，０００万円以下等の要件を満たす方）

対象となる期間 → 令和５年１０月１日～令和８年９月３０日を含む課税期間

※個人事業者は、令和５年１０～１２月の申告から令和８年分の申告まで対象

●事例 売上７００万円（税額７０万円）※サービス業

経費１５０万円（税額１５万円）

実額計算の場合 ７０万円―１５万円 ＝５５万円

簡易課税の場合 ７０万円―３５万円※＝３５万円 ※７０万円×５０％（サービス業のみなし仕入率）

特例の場合 ７０万円×２割＝１４万円

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用

すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎（８％・１０％）に把握するだけで、簡単に申告

書が作成できるようになります。事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。

大崎市ものづくり企業エネルギー高騰対策支援金

大崎市ものづくり企業エネルギー高騰対策支援金の交付対象期間の追加と申請期間が延長されました。

※交付対象期間の第1期（令和4年4月から令和4年9月まで）、第2期（令和4年10月から令和5年3月まで）それぞれ申

請することができます。

対 象 製造業を主たる事業として営む法人及び個人事業者で,市内に製造工場等を有しているもの。ただし大企

業の子会社等は除く 等

対象期間 第1期 （令和4年4月から令和4年9月まで）、第2期 （令和4年10月から令和5年3月まで）【追加】

対象経費 第1期、第2期の交付対象期間ごとに、交付対象事業者が事業用に供した設備や機械等を稼働させること

に使用したガソリン、重油、軽油、灯油、電気等の経費

支援金額 （個人事業者）５～４０万円、（法人）１５万円～１２０万円

申請期間 令和5年5月31日まで

申 請 先 大崎市産業商工課 ※詳しくは、市ウェブサイトをご確認ください。

おおさきチャレンジ創業応援事業費補助金

対 象 令和4年4月1日～令和6年1月31日の間に個人開業または会社を設立し、その代表となる者

市内に住所を有するか、補助事業完了日までに市内に住所を有する人 等

対象経費 創業に直接必要となる経費で店舗改装費、設備・備品費、広報費等

補 助 額 ❶U I Jタ ー ン 型：補助対象経費の3分の2以内（上限100万円）

❷女性・若者創業者：補助対象経費の3分の2以内（上限100万円）

❸一 般 型：補助対象経費の2分の1以内（上限100万円）

申請期間 令和5年4月3日受付開始（予算に達し次第終了）

申 請 先 大崎商工会

大崎市商店街空き店舗活用事業補助金

対 象 指定区域の空き店舗を賃借し事業を行う者等 ※指定区域は市ウェブサイトをご確認ください。

対象経費 店舗改装費、設備・備品費、広報費、委託費、原材料費等

補 助 額 補助対象経費の3分の2以内（上限100万円）

申請期間 令和5年4月3日受付開始（予算に達し次第終了）

申 請 先 大崎商工会
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～地域活性化を目指し躍進する商工会～
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コロナ禍で債務が増大した中小企業を支援することを目

的に「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が策定され

日本政策金融公庫等のコロナ関連融資の取扱期限が延長

されました。

【2023年9月末まで延長】

1.新型コロナウイルス感染症特別貸付

2.「新型コロナ関連」マル経融資（小規模事業者経営改

善資金）

3.新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別

貸付（新型コロナ対策資本性劣後ローン）

【2023年6月末まで延長】

1.新型コロナウイルス感染症関連セーフティネット保証
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大崎商工会青年部では部員を募集しております。青年部で

は経営者や若手後継者の資質向上を目指し、講習会や先進地

視察研修事業等を行っております。更に地域のお祭りや各種

イベントの実施など地域振興の役割も担っております。

青年部活動を通し、他の市町村の青年部員の方と情報交換

や親睦も深めることが出来るため、事業発展のチャンスであ

り、新しい自分を発見することができます。

詳しくは商工会までお気軽にお問い合わせください。 大崎商工会女性部では昨年、若手後継者等育成事業として、みや

ぎ生協様のキャップ等資源回収・リサイクルの取組みについて研修

会を開催、その取組みに賛同し「エコキャップ回収運動」を実施し

ております。

第１回目・２回目の回収では、多くの女性部員の皆様にご協力を

頂き、１月２６日・３月２４日みやぎ生協古川南店の會澤店長へ、

４５Ｌのごみ袋１０袋分を根廻つぎ子女性部長より託すことが出来

ました。

キャップはみやぎ生協リサイクルセンターで再資源化され、売上

はユニセフへ寄付されます。會澤店長は回収の協力への感謝の意と、

これからも環境負荷を減らす取組を続けていくと述べられました。

身近なキャップ回収が発展途上国の子ども達へワクチンとして届

けられ、ＣＯ２削減など環境を守る事に繋がるキャップ回収活動を

令和５年度も継続していく予定です。

商工会に加入している事業所の45歳までの経営者や後

継者の方となります。

商店街の活性化を通じて地域商業の振興を図るため、まちづ

くり活動に関連する団体などが行う商店街活性化推進事業に

要する経費に補助金が交付されます

対 象 商工団体、商店街振興組合、商店街等まちづくり

活動に関連する団体などが実施するイベント等

対象経費 賃金、報償費、需用費、役務費、備品購入費、使

用料及び賃借料、工事請負費等

補 助 額 対象経費の 2分の 1以内（上限 20万円）

申請期間 令和 5年 4月 3日受付開始（予算に達し次第終了）

申 請 先 大崎市産業商工課
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～地域になくてはならない商工会～

令和５年４月

～事業所紹介～ サロンブリーズ（松山)

女 性 部

コーナー

大崎商工会　青年部員大募集!! エコキャップ回収運動を実施しました

大崎市商店街活性化補助金についてコロナ関連融資の取扱期限の延長について

～ 青年部に加入できる方 ～

　こんにちは！

　当店は元々大崎市松山町内にてエステサロンを経営して

いましたが、数年前より気軽に軽食やお茶飲みを楽しむこ

とが出来るようにカフェを併設し、また今年の１月からは

ネイルサロンを開設し、サロン・カフェ共に町内及び近隣

在住の女性を中心に地域の賑わいづくりの拠点になるよう

なサービスを提供しています。

　今後も地域の皆様の社交場として貢献出来るよう努めて

参りますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたしま

す。


